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愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。
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愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号

）の一部を次のように改正する。

第４条第３項第２号中「１１の部」を「１２の部」に、「２

の項第８号の危険な動物等」を「２の項第３号の特定動物

等」に、「第９号」を「第４号」に改める。

別表生活衛生課の表１２の部１の項�事項の欄中「第２５条
第１項」を「第１９条第１項」に改め、同項�を同項�とし
、同項�同欄中「第２４条第１項」を「第１８条第１項」に改
め、同項�を同項�とし、同項�同欄中「第２３条」を「第
１７条」に改め、同項�を同項�とし、同項�同欄中「第２１
条第２項」を「第１５条第２項」に改め、同項�を同項�と
し、同項�同欄中「第２１条第１項」を「第１５条第１項」に
改め、同項�を同項�とし、同項�同欄中「第１９条第３項
」を「第１３条第３項」に改め、同項�を同項�とし、同項
�同欄中「危険な動物等」を「特定動物等」に、「第１９条
第２項」を「第１３条第２項」に改め、同項�を同項�とし
、同項	同欄中「危険な動物等」を「特定動物等」に、「
第１８条の３第１項、第２０条」を「第１１条第１項、第１４条」

に改め、同項	を同項�とし、同項�の前に次のように加
える。

	 報告の徴収及び立入検査（第３３条

第１項）
○

別表生活衛生課の表１２の部中１の項を２の項とし、２の

項の前に次のように加える。

１ 動物取扱業に関すること。

	 報告の徴収及び立入検査（第２４条

第１項）
○

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。

別表第２生活衛生課の表１４の部１の項事項の欄中「第１３

条第２項」を「第２４条第２項、第３３条第２項」に改め、同

表１５の部１の項同欄中「第２５条第２項」を「第１９条第２項

」に改める。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号

）の一部を次のように改正する。

第１３条第３項第６９号中「第１３条第２項」を「第２４条第２

項（同法第３３条第２項において準用する場合を含む。）」

に改め、同項第７０号中「第２５条第２項」を「第１９条第２項

」に改める。

（愛媛県動物愛護センター処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県動物愛護センター処務規程（平成１４年愛媛県

訓令第１５号）の一部を次のように改正する。

第３条中「事務」の下に「（松山市の区域における第１

号から第１６号まで、第１９号から第２６号まで及び第３０号から

第３７号まで（第３０号から第３４号まで及び第３６号については

、特定動物に関する部分に限る。）に掲げる事務を含む。

）」を加え、同条第１号中「）第８条第１項」を「。以下

「法」という。）第１０条第１項」に、「届出を受理する」

を「登録（法第１３条第１項の規定による更新の登録を含む

。）をする」に改め、同条第２号中「動物の愛護及び管理

に関する法律第９条第１項及び第２項」を「法第１４条第１

項及び第２項」に、「変更等」を「変更」に改め、同条第

３号を次のように改める。

� 法第１５条の規定による動物取扱業者登録簿を閲覧に

供すること。

第３条中第２８号を第３９号とし、同条第２７号中「第１１条の

２」を「（平成１３年愛媛県規則第２１号）第１２条」に改め、

同号を同条第３８号とし、同条第２５号及び第２６号を削り、同

条第２４号中「愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例第２７

条第３項」を「条例第２１条第３項」に改め、同号を同条第

３７号とし、同条第２３号中「愛媛県動物の愛護及び管理に関

する条例第２５条第１項」を「条例第１９条第１項」に改め、

同号を同条第３６号とし、同条第２２号中「愛媛県動物の愛護

及び管理に関する条例第２４条第３項及び第４項」を「条例

第１８条第３項」に、「許可飼養者等」を「特定動物の所有

者等」に、「措置の指導、勧告及び命令」を「措置命令」

に改め、同号を同条第３５号とし、同条第２１号中「愛媛県動

物の愛護及び管理に関する条例第２１条第１項」を「条例第

１５条第１項」に、「危険な動物等」を「特定動物等」に改

め、同号を同条第３４号とし、同条第２０号中「愛媛県動物の

愛護及び管理に関する条例第２０条」を「条例第１４条」に、

「第１８条の３第３項」を「第１１条第３項」に、「危険な動

物等」を「特定動物等」に改め、同号を同条第３３号とし、

同条第１９号中「愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例第

２０条」を「条例第１４条」に、「第１８条の３第１項」を「第
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１１条第１項」に、「危険な動物等」を「特定動物等」に改

め、同号を同条第３２号とし、同条第１８号中「愛媛県動物の

愛護及び管理に関する条例第１９条第２項」を「条例第１３条

第２項」に、「危険な動物等」を「特定動物等」に改め、

同号を同条第３１号とし、同条第１７号中「愛媛県動物の愛護

及び管理に関する条例第１９条第１項」を「条例第１３条第１

項」に、「危険な動物等」を「特定動物等」に改め、同号

を同条第３０号とし、同条第１６号中「愛媛県動物の愛護及び

管理に関する条例第１８条の４」を「条例第１２条」に改め、

同号を同条第２９号とし、同条第１５号中「愛媛県動物の愛護

及び管理に関する条例第１８条の３」を「条例第１１条」に改

め、同号を同条第２８号とし、同条第１４号中「第１８条の２」

を「（平成１３年愛媛県条例第１２号。以下「条例」という。

）第１０条」に改め、同号を同条第２７号とし、同条第９号か

ら第１３号までを削り、同条第８号中「動物の愛護及び管理

に関する法律第２１条第１項」を「法第３８条第１項」に改め

、同号を同条第１８号とし、同号の次に次の８号を加える。

� 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成１８

年環境省令第１号。以下「省令」という。）第２条第

６項（省令第４条第４項において準用する場合を含む

。）の規定による動物取扱業者の登録証を再交付する

こと。

� 省令第２条第８項（省令第４条第４項において準用

する場合を含む。）の規定による動物取扱業者の登録

証の亡失の届出を受理すること。

� 省令第２条第９項（省令第４条第４項において準用

する場合を含む。）の規定による動物取扱業者の登録

証の返納を受理すること。

� 省令第１３条第１０号の規定による管轄区域外の特定動

物飼養者からの特定動物の飼養又は保管に係る通知を

受理すること。

� 省令第１５条第６項（省令第１８条第４項において準用

する場合を含む。）の規定による特定動物の飼養又は

保管の許可証を再交付すること。

� 省令第１５条第８項（省令第１８条第４項において準用

する場合を含む。）の規定による特定動物の飼養又は

保管の許可証の亡失の届出を受理すること。

� 省令第１５条第９項（省令第１８条第４項において準用

する場合を含む。）の規定による特定動物の飼養又は

保管の許可証の返納を受理すること。

� 省令第１６条第１項の規定による特定動物の飼養又は

保管の廃止の届出を受理すること。

第３条第７号中「動物の愛護及び管理に関する法律第１９

条第１項」を「法第３６条第１項」に改め、同号を同条第１７

号とし、同条第６号中「動物の愛護及び管理に関する法律

第１５条」を「法第２５条」に改め、同号を同条第１０号とし、

同号の次に次の６号を加える。

	 法第２６条第１項の規定による特定動物の飼養又は保

管の許可をすること。


 法第２８条第１項の規定による特定動物の飼養又は保

管の変更の許可をすること。

� 法第２８条第３項の規定による特定動物の飼養又は保

管の変更の届出を受理すること。

� 法第２９条の規定による特定動物の飼養又は保管の許

可の取消しをすること。

 法第３２条の規定による特定動物飼養者に対する特定

動物の飼養又は保管の方法の改善等の措置命令をする

こと。

� 法第３３条第１項の規定による特定動物飼養者に対す

る報告の徴収及び立入検査をすること。

第３条第５号中「動物の愛護及び管理に関する法律第１３

条第１項」を「法第２４条第１項」に改め、同号を同条第９

号とし、同条第４号中「動物の愛護及び管理に関する法律

第１２条」を「法第２３条」に、「飼養施設の構造等」を「動

物の管理の方法等」に改め、同号を同条第８号とし、同条

第３号の次に次の４号を加える。

� 法第１６条第１項の規定による動物取扱業の廃業等の

届出を受理すること。

� 法第１７条の規定による動物取扱業者の登録を抹消す

ること。

� 法第１９条第１項の規定による動物取扱業者の登録の

取消し等をすること。

� 法第２２条第３項の規定による動物取扱責任者研修を

行うこと。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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